
令和５年度 第４回 北海道大規模小売店舗立地審議会第４部会 

議事録 

 

 

１ 日 時 

    令和５年 12月１日（金） 15時 00分～15時 30分 

 

２ 場 所 

    上川合同庁舎 １階 103号会議室 

 

３ 出席者 

(1) 委員及び特別委員 

   部 会 長 大野 剛志（旭川市立大学保健福祉学部コミュニティ福祉学科 学科長・教授） 

   特別委員 富田 秀彦（道北振興株式会社 顧問） 

   特別委員 今野 浩明（元旭川市市民生活部長） 

   特別委員 富樫  巌（旭川工業高等専門学校 名誉教授） 

   特別委員 遠藤 孝夫（育英館大学情報メディア学部 教授） 

  (2) 事務局 

   上川総合振興局産業振興部商工労働観光課長         水口 祐二 

      上川総合振興局産業振興部商工労働観光課主査（商工振興）  宮本 真弥 

   上川総合振興局産業振興部商工労働観光課主事        佐藤 佳那 

宗谷総合振興局産業振興部商工労働観光課商工労働係長    川崎 優史 

宗谷総合振興局産業振興部商工労働観光課主任        園部 光平 

 

４ 傍聴者 

０名 

 

５ 審議事項 

  ツルハドラッグ南稚内店（稚内市）の法第５条第１項（新設）の届出について 

 

６ 発言要旨 

 (1) 事務局からツルハドラッグ南稚内店に関する届出の概要は、別紙「審議案件に関する概要」等

のとおりである旨及び事務的説明での確認事項に関する説明を行った後、次の質疑、発言があっ

た。 

 

  ＜事務的説明での確認事項＞ 

○ 駐車場出入口とバス停の位置について 

駐車場出入口とバス停の位置が近いのではないか。 

（事務局） 

   届出前の時点で約９ｍであったため、令和５年４月 19日に宗谷バス㈱と協議を行い、駐車 

場法に基づく距離である 10ｍを確保するため、バス停を移動させることについて承諾を得て 

いる。バス停の移動は 11月末に実施予定。 

 

○ 出入口設置予定箇所前に堆積されている砂利について 

出入口②設置予定箇所について、事務局が撮影した現地写真では、砂利が堆積していたが、 

工事中の一時的な堆積であり、店舗開店までに撤去されるのか。 

 



 

 

  （事務局） 

    工事中に一時的に堆積されたものであることを設置者に確認済み。営業開始までに全て撤去

されることとなっており、11月 10日に現地を確認した結果、撤去済み。 

 

○ 近隣小学校・中学校への説明について 

届出書の中では 24時間営業とされているが、実際の営業時間について、両校に説明はされ 

ているのか。営業開始時間が通学時間帯と重なることで、影響が出る可能性があるのでは。 

また、届出書７－６に、通学路として明確に定められていないが学区に該当すると記載さ 

れている。看板等は設置されているのか。 

  （事務局） 

    11月 18日に設置者から改めて両校に対し説明しており、特段意見はなし。また、当該店舗 

周辺は学区内ではあるが、線路を挟み一定の距離が離れており、通学路への指定はされていな 

いため、看板等の設置は予定なし。 

 

  （部会長） 

この届出案件について、意見・質問等はないか。なければツルハドラッグ南稚内店の届出 

について、市町村意見、指針等を勘案した結果「意見なし」とし、別紙のとおり答申するこ 

とで良いか。 

 

  （全委員） 

異議なし。 

 

  （部会長） 

別紙事務局案のとおり答申することに決定する。 

 

(2) 事務局から今後の審議案件についての連絡を行い、次回の開催日程は改めて通知することを 

報告した。 

 

７ 会議資料等 

  審議会答申文及び審議案件に関する概要は、議事録（概要版）に添付のとおり。 


